
交通事故や脳卒中などの後遺症には高次脳機能障害や失語症があります。
葛飾区自立訓練事業所では、高次脳機能障害や失語症をお持ちの方を
対象として、症状の改善や日常生活でできることを増やすことを目的と
した訓練を行っています。

申し込み・お問い合わせ先

葛飾区自立訓練事業所

〒124-0006

葛飾区堀切 3－34－1 ウェルピアかつしか3階

TEL：03－5698－1336 FAX：03－5698－1349

▷ 高次脳機能障害のある方の機能訓練・生活訓練

▪曜日：月曜～金曜日

▪時間：10時～15時

▪対象：65歳未満の高次脳機能障害の診断のある方で、

身体障害者手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方

▷ 失語症のある方の機能訓練・生活訓練

▪曜日：月曜日、木曜日

▪時間：10時～12時、13時～15時

▪対象：65歳未満の失語症の診断のある方で、

身体障害者手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方


